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市の「交通災害共済」の更改期です 
ご家族そろってのご加入をおすすめします 

      
     金沢市民共済の「交通災害共済」については、先に市の広報紙でお知らせのとおり、共済期間が９ 
月３０日で満了となりますので、引き続きご契約いただきますようお願いいたします。共済掛金（契 
約者１人年間５００円）は近日中に各班長さんが集金に伺います。 

   なお、これまでの契約内容を確認のうえ変更（契約者の追加または削除）を希望される方はその際 
お申し出ください。 

   また、新規に加入を希望される方は班長さんまでご連絡ください。後日、担当の副会長が手続きに 
伺います。 

 
２ 千坂校下社会体育大会は９月２４日（日）に開催されます 
  荒屋団地町会の団結力を示し、Ｖ２で優勝杯を奪還しようではありませんか！ 

 
千坂校下の第５３回社会体育大会は９月２４日(日)、千坂小学校グランドで開催されます。 
昨年の第５２回大会では断続的な雨により、午前中の競技で打ち切りとなったため、期待種目が中 
止されたこともあって第４位と不本意な結果で終わりました。 
一昨年は優勝杯を獲得しました。その荒屋団地のパワーは決して衰えているものではありません。 
今こそ荒屋団地町会の総力を結集してＶ２の栄冠を奪取するため、皆さん方の絶大なるご協力をお願 
いします。また、競技に参加できない方も代表選手に熱い声援を送り、荒屋団地町会ここにありと再 
び誇示しようではありませんか。 

   本大会の詳細や町会対抗競技への出場選手については、別途ご案内しますので万障お繰り合わせの 
うえ出場方よろしくお願いいたします。また、当日は２組のテント組み立てを行いますので、各班長 
さんのご協力をお願いいたします。 

                
３ ちゃりんこ・わんわんパトロール隊の出発式が開催され、 

９月１０日から防犯パトロール活動がいよいよ始動しました 
                         かねてより準備を進めていた当町会の自主 

防犯組織、ちゃりんこ・わんわんパトロール 
隊の出発式が、９月１０日午前１０時から集 
会所において開催されました。 
腕章、自転車ステッカーの取付方法につい 
て説明のあと、腕章の着用やステッカーを取 
付けるだけで防犯パトロールの目的が果たさ 
れ、近隣住民にも防犯意識高揚が期待できる 
ことから、さらなる隊員の加入促進をお願い 
しました。 
 未登録の方の積極的な参加をお願いいたし 
ます。 



 
４  敬老の日に永年の地域社会貢献に感謝の気持ちをこめて高齢者に紅白饅頭を贈ります 

７０歳以上の高齢者は１５１名（９月１日現在）  
９月１８日の敬老の日にあたり、今年も昨年同様７０才以上の高齢者を有する世帯（１１４世帯） 
へ、ささやかではありますが、紅白の饅頭をお贈りし、永年にわたる地域へのご協力に感謝するとと 
もに、ますますのご健勝を祈念いたします。 
 

５ 第１０回千坂校下防災訓練（自主防災会）が開催されました 
          今回は新しい試みとして図上災害訓練を実施 
 

千坂校下では毎年、千坂小学校で４００人ほど参加して防災訓練が行われてきましたが、今年は趣 

を変えて８月２７日に各町会から３～４人の代表者が集まり、体育館で図上災害訓練が行われました。 

当町会からは、３名の町会役員が参加しました。 

大きな地図に透明なビニールを乗せ、避難経路、危険箇所、集合場所をマジックインキで記入する 

ことが課題でした。災害はマグニチュード７．２の直下型地震が発生したと想定、荒屋団地の住民は 

何処へ避難すべきか地図を見ながら討論をしました。 

荒屋団地グループの結論は、サティ駐車場へ避難するのが最も適切と判断しました。飲料水、食料 

の確保が比較的容易、雨風をしのげるスペースが十分、北西に住宅が少なく、強風による火災の煙は 

最も少ないと結論づけました。皆さんも災害発生の場合に備えて、緊急避難方法や家族の集合場所等 

を考えて見てください。 

 
６ 資源回収ごみの出し方等について 
 
   資源回収ごみのうち、ペットボトルのラベルを剥ぐべきかどうかについて問い合わせがありました。

金沢市当局の見解として、ラベルの取り外しまでは要求しないとのことでしたので周知をお願いし 
ます。なお、注意点として、キャップは必ず外しよく洗浄するよう指導されていますのでご協力をお 
願いいたします。 
 また、ごみ置き場について、前号の町会だよりで記載しました持ち回りごみ当番の義務不履行者の 
件に関連して、つい最近また燃やすごみ回収当日の準備を怠った者があり、カラスが集まり周囲が悲 
惨な状態になりました。社会的モラルの低下に憤りを覚えるところです。前任者から掃除用具を引き 
継いだ人は、前任者の義務不履行があった場合は氏名を町会に届けていただくことにより、当人のご 
み置き場の利用を禁止（町会管理の全ごみ置き場を対象）とすることにしますのでご周知ください。 
 

７ 文化・体育功労者並びに文化奨励賞について 
 

千坂公民館主催の文化祭にあたり、校下に居住する市民（団体）で、特に顕著な功績のあった者（団

体）の栄誉をたたえ表彰する規定に基づき、各団体長または町会長は一定の基準により被表彰者を推

薦することになっています。 
つきましては、下記基準を満たす人がありましたら町会長（257-6691）までご連絡ください。 
【体育功労者】 
１．市の大会において優勝を獲得した者（団体） 
２．県の大会において準優勝以上を獲得した者（団体） 
３．全国大会出場者（団体） 



４．上記の表彰は、年度ごとの成績によって行うので連続受賞も対象とする 
【文化奨励賞】 

    文化、学術、芸術、工芸、芸能、音楽、演劇など文化面の分野で実績が高く評価された者 
 

８  町費の集金方法の見直しについて（再掲） 
 
前号町会だよりでお知らせしました町費の集金方法について、町費は６ヶ月一括払い又は１年一括 
払いのいずれかを選択していただくこととしましたので、新年度からその円滑な実施を図るため、今 
年度発行する町会だより毎号に再掲しますので皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。 
  

９ 荒屋団地ネットサークルの第２回定例会開催について 
   

７月１日発足の荒屋団地ネットサークルは、新規会員募集の結果、２５名を擁する組織となり、今 
後は地域コミュニティ機能を果たしながら、高齢世帯の支援の一翼を担う活動を開始することを検討 
中です。 
この一層の具体化に向けて、会員の皆さんと意見交換を行うため、第２回定例会を、２３日（日） 
午後７時３０分から集会所で開催することになりましたので、会員の皆さんのご出席をお願いいたし 
ます。なお、メールのできる方の会員加入を歓迎しますので、興味のある方も定例会に参加されます 
ようご案内いたします。 
 

１０ 荒屋地域サロン(仮称)の実施について 
 
   当町会の特質として、７０歳以上の全居住者に対する比率は２０％を占め、千坂校下の１２％を大 

きく上回っています。少子高齢社会の到来による諸問題が叫ばれているところですが、当町会はその 
先駆け的な存在となっています。高齢者の社会交流促進の必要性が高まっている中で、この度、荒屋 
地域サロン発足準備委員会代表から、町会に協力要請がありました。 
 町会としては歓迎すべき活動と考え、資金的援助はできないがその実現に向け全面的な協力を約束 
いたしました。この実施には、できるだけ多くのボランティアスタッフが必要となりますので、女性 
の方のご協力をよろしくお願いいたします。 
 なお、実施状況を踏まえ、経費の一部について支援が必要と認められる場合は、来年度総会で予算 
化承認の方向で努力したいと考えていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 
 

１１ 転出のお知らせ 
 
 １５班（ﾛ 39-4）大西和憲さん、3班（ｲ-147）大畑芳子さんが転出されました。ありがとうござい 
ました。 
 

 おくやみ  

     １５班の森田美與子さん(７１才)が８月５日に死去されました。 
     謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
 


